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２
０
２
２
年
３
月
２
日
に
法
人
に
対
し
て
要
求
書
を

提
出
し
、
４
月
４
日
か
ら
計
５
回
に
渡
り
法
人
と
交
渉
を

重
ね
て
き
ま
し
た
。
今
交
渉
は
、
３
法
人
の
令
和
３
年
度

決
算
状
況
が
厳
し
い
こ
と
か
ら
、
苦
し
い
交
渉
が
続
き
ま

し
た
。
予
定
し
て
い
た
５
月
２
７
日
に
最
終
回
答
が
出

ず
、
一
度
労
使
協
議
会
を
実
施
し
た
上
で
、
６
月
１
日
に

交
渉
の
終
了
を
目
指
し
ま
し
た
。
組
合
員
の
声
が
大
き
か

っ
た
「
管
理
者
手
当
」「
リ
ー
ダ
ー
手
当
」
に
つ
い
て
、
執

行
部
も
非
常
に
悩
み
ま
し
た
が
、
組
合
員
全
体
感
の
優
先

順
位
を
考
慮
し
、
要
求
の
取
り
下
げ
と
な
り
ま
し
た
。
今

後
は
、
実
態
に
即
し
た
制
度
設
計
を
改
め
て
法
人
と
協
議

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
冬
期
一
時
金
の
支

給
に
向
け
、
一
致
団
結
し
経
営
の
回
復
に
向
け
頑
張
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
自
ら
努
力
し
働
い
た
、
労
働
の
対

価
を
勝
ち
取
る
」
た
め
に
共
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！ 

 

２
０
２
２
年
５
月
２

１
日
に
「
連
合
『
２
０

２
２
医
療
・
介
護
フ
ェ

ス
』」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
医
療
・
介
護
・
保

育
の
分
野
の
中
で
、
Ｕ

Ａ
ゼ
ン
セ
ン
加
盟
組
合

の
中
か
ら
「
ノ
テ
ユ
ニ

オ
ン
中
央
執
行
副
書
記

長
」
が
代
表
と
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
出
演
さ
れ

ま
し
た
。
当
日
は
、
Ｙ

ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
生
配

信
も
さ
れ
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ

ｕ
ｂ
ｅ
デ
ビ
ュ
ー
！ 

コ
ロ
ナ
禍
で
の
介
護

現
場
の
実
態
や
人
材
不

足
に
つ
い
て
お
話
頂
き

ま
し
た
。
最
後
に
「
こ

れ
だ
け
は
一
言
」
コ
ー

ナ
ー
で
は
、『
仕
事
は
楽

し
く
』
と
い
う
コ
ロ
ナ

禍
で
暗
い
話
題
が
多
い

中
、
品
田
副
書
記
長
ら

し
い
「
明
る
く
前
向

き
」
な
コ
メ
ン
ト
を
頂

き
ま
し
た
！
！ 

 

花枝 由加利さん 

高橋 幸子さん 

小川 紫鳳さん 

若林 美和さん 
 

お見舞い申し上げます 

 

山下 奈歩さん 

原 真由美さん 

工藤 優香さん 

相馬 雷樹さん 

佐藤 ゆり子さん 

磯井 弘美さん 

宇部 園恵さん 

永原 光浩さん 

若林 慶子さん 

森田 雪さん 

妙護寺 恵美子さん 

齋藤 知枝さん 
 

おめでとうございます 

 

長谷川 幸恵さん 岩城 理恵子さん 

浅田 和幸さん  東井 亜里沙さん 

長谷川 泰子さん 高橋 真紀子さん 
 

お悔やみ申し上げます 

 

井澤 秀学さん 
 

おめでとうございます 

正職員（総合職・エリアＡ・エリアＢ） 人事考課に基づく定期昇給を実施する考え

契約職員・パート職員・嘱託職員 現状維持

正職員（総合職） 夏期：１.８ヶ月

正職員（エリアＡ） 夏期：１.３５ヶ月

正職員（エリアＢ）
介護職・障がい支援職

夏期：０.９ヶ月

正職員（エリアＢ）
上記以外の職種

夏期：５０,０００円

夏期一時金　支給日 ６月１０日（金）

一時金の支給について

賃金改定について

要求 回答

車両事故による損害の
職員負担軽減に関する要求

法人より、車両事故発生状況のデータ提供を
受けた上で、労使で検証を行いながら今後も
継続して協議を行っていきたい。

特殊勤務手当（介護支援専門員）の増額
常勤専従　⇒　月額 ２０,０００円に増額
（介護職兼務等の常勤専従以外は変更なし）
パート専従　⇒　月額 １０,０００円

特殊勤務手当（介護支援専門員）に
関する要求

ノテユニオン独自の要求事項

※ 組合より
「管理者手当を求める声」「組合からの要求
趣旨」については、すでに第三回団体交渉で
伝えているところである。しかしながら、組
合員全体での『何を守り』『何を維持すべき
なのか』という観点で優先順位を考慮し、今
交渉では要求の取り下げをする。今後改め
て、組合で意見集約を行い、実態に即した要
求の制度設計を行っていきたい。

管理者手当の新設に関する要求

新型コロナウイルス感染症発生
事業所への応援派遣職員に対する手当

※ 組合より
正職員の登用試験制度が適正に実施されてい
ることもあり、対象者も絞られることから要
求の優先順位としては高くないと判断し、今
交渉では要求の取り下げをする。

登用試験制度の運用について、日本介護事業
団・医療法人社団日本医療大学は確認を行っ
ていきたい。

リーダー手当の新設に関する要求

新型コロナ渦の中、その対応に努力する職員
の労苦に応える必要はあると考えている。今
後、具体的な支給案について検討して参りた
いので、組合より申し出のあった労使による
チェック機能の強化による時間外勤務手当等
の縮減、持ち家に対する住宅手当の廃止など
既存の手当の見直し等による財源の確保に向
け協力願いたい。

 

小島 瑞穂さん 

根元 静香さん 

一町田 かずみさん 

岩倉 隆幸さん 

中澤 佐知子さん 

平野 友美さん 

山田 満弘さん 

トウ シイさん 

チン アランさん 

ロ カフンさん 

ドウ ムケイさん 

柳瀬 ゆかりさん 

阿川 久美さん 

 

石井 美香さん 

戸田 和宏さん 

野原 由紀恵さん 

谷口 美玖さん 

北村 尚見さん 

井澤 秀学さん 

髙橋 潤さん 

千葉 弥生さん 

村上 幸恵さん 

川村 なつ子さん 

渡部 田恵さん 

安藤 園美さん 

市毛 英高さん 

tel:011-859-1231
http://www.noteunion.jp/

